
介護報酬算定確認リスト

101 訪問介護費 事業所名

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ あり □ なし

□ あり □ なし

□ あり □ なし

□ 該当 □ 該当なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

生活機能向上連携加算(Ⅱ)

口腔連携強化加算

特別地域訪問介護加算

中山間地域等における小規模事業所加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

緊急時訪問介護加算

初回加算

生活機能向上連携加算(Ⅰ）

特定事業所加算（Ⅴ）

共生型訪問介護

事業所の同一敷地内建物等に居住する利用者（１月当たりの利用者が50人
以上居住する建物に居住する利用者を除く。）

１月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者

１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者

指定訪問介護の提供数のうち、事業所の同一敷地内建物等に居住する利用
者（１月当たりの利用者が50人以上居住する建物に居住する利用者を除
く。）に提供されたものが100分の90以上である場合

早朝の場合の加算

深夜の場合の加算

特定事業所加算（Ⅰ）

特定事業所加算（Ⅱ）

特定事業所加算（Ⅲ）

特定事業所加算（Ⅳ）

令和７年度・令和８年度
（令和７年４月～サービス提供分）

高齢者虐待防止措置未実施減算

２人の訪問介護員等による場合

業務継続計画未策定減算

夜間の場合の加算
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令和７年度・令和８年度
（令和７年４月～サービス提供分）

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ
（令和８年６月から）

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ
（令和８年６月から）

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）
（令和８年５月まで）

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ
（令和８年６月から）

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）

認知症専門ケア加算（Ⅰ）

認知症専門ケア加算（Ⅱ）

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ
（令和８年６月から）

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）
（令和８年５月まで）
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